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○和泉市留守家庭児童会条例施行規則 

平成２７年３月３０日 

教委規則第９号 

（目的） 

第１条 この規則は、和泉市留守家庭児童会条例（平成２７年和泉市条例第３号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定め

ることを目的とする。 

（名称及び位置） 

第２条 条例第２条に規定する留守家庭児童会（以下「児童会」という。）の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 

（定員） 

第３条 児童会の定員は、別表第１のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、児童会の運営に支障のない範囲において

定員を超えて入会させることができる。 

（入会資格） 

第４条 条例第３条の特別の理由があると認める者は、次に掲げる者とする。 

（１） 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する特別支援学校の小学部に在籍する児童であって、次のいずれにも該当する者 

ア 条例第３条第１号に該当する者 

イ 市内に居住している者 

（２） 前号に掲げるもののほか、特別の理由により児童会の利用が必要と認められる者 

２ 条例第３条第１号の保育を必要とする者は、保護者等が昼間家庭にいない状態が１週間につき３日以上あり、かつ、その状態が継続す
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ると認められる者とする。 

（入会の申請及び許可） 

第５条 条例第４条の規定による申請は、仲よしクラブ入会申請書（様式第１号。以下「入会申請書」という。）に保護者等の勤務等証明

書（様式第２号）その他の必要な書類を添付して行うものとする。 

２ 教育委員会は、入会を許可したときは仲よしクラブ入会決定通知書（様式第３号）により、入会を却下したときは仲よしクラブ入会却

下通知書（様式第４号）により、それぞれ児童の保護者に通知するものとする。 

３ 入会しようとする児童の数が児童会の定員を超える場合は、別に定める選考基準により選考を行い、入会の可否を決定するものとす

る。 

（入会の許可の取消し） 

第６条 教育委員会は、条例第５条の規定により入会の許可を取り消したときは、仲よしクラブ入会取消通知書（様式第５号）により、そ

の旨を保護者に通知するものとする。 

（負担金の納付期限等） 

第７条 入会の許可を受けた児童の保護者は、毎月末日（１２月にあっては、２５日）までにその月分の留守家庭児童会保護者負担金（以

下「負担金」という。）を納付しなければならない。ただし、その日が金融機関の休日に当たるときは、翌営業日までに納付するものと

する。 

２ 月の途中において入会し、退会し、欠席し、又は条例第５条の規定による入会の許可の取消し若しくは出席の停止を受けたときは、そ

の月分の負担金を納付しなければならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、条例第６条第３項に規定する延長利用（以下「延長利用」という。）に係る負担金は、利用日の属する月
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の翌月末日（１２月にあたっては、２５日）までに納付しなければならない。 

（令元教委規則１４・一部改正） 

（負担金の減額等） 

第８条 条例第６条第４項の規定により負担金の減額又は免除（以下「減免」という。）を受けることができる場合及びその額は、別表第

２のとおりとし、減免の期間は、事業実施年度を限度とする。 

（平２８教委規則２・令２教委規則３２・一部改正） 

（減免の申請及び決定） 

第９条 保護者は、負担金の減免を受けようとするときは、仲よしクラブ保護者負担金減免申請書（様式第６号）にその他市長が必要と認

める書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、仲よしクラブ保護者負担金減免通知書（様式第７号）又

は仲よしクラブ保護者負担金減免却下通知書（様式第８号）によりその旨を保護者に通知するものとする。 

３ 負担金の減免は、申請があった日の翌月から行うものとする。ただし、年度当初の入会において市長が指定する期日までに申請をした

ときは、入会した月から負担金の減免を行うことができる。 

（令２教委規則３２・一部改正） 

（届出） 

第１０条 保護者は、入会申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。 

２ 延長利用を希望する保護者は、仲よしクラブ延長利用届出書兼誓約書（様式第９号）により教育委員会に届け出なければならない。 

３ 保護者は、児童を休会させようとするときは、仲よしクラブ休会届（様式第１０号）により教育委員会に届け出なければならない。 
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４ 保護者は、児童を退会させようとするときは、仲よしクラブ退会届（様式第１１号）により教育委員会に届け出なければならない。 

（平２８教委規則２・令元教委規則１４・令２教委規則１７・一部改正） 

（休会日） 

第１１条 児童会の休会日は、次のとおりとする。 

（１） 日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

（２） １２月２９日から同月３１日まで、翌年１月２日及び同月３日 

（３） 教育委員会が特に必要と認めた日 

（開設時間） 

第１２条 児童会の開設時間は、次のとおりとする。ただし、午後５時を超えての保育を利用する場合は、児童の退室時に保護者等が同行

して帰宅することを原則とする。 

（１） 平日 放課後から午後６時まで 

（２） 土曜日、長期休業期間中等 午前８時から午後６時まで 

２ 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開設時間延長を午後７時まで延長することができる。 

（平２８教委規則２・一部改正） 

（支援員） 

第１３条 児童会に留守家庭児童会支援員（以下「支援員」という。）を置く。 

２ 支援員の数は、支援の単位ごとに２人以上とし、障がい児等への加配は、教育委員会が必要と認めた場合に行う。 

３ 支援員は、当該小学校又は義務教育学校の校長との協力の下に児童の保育及び健全育成に係る業務並びに児童会の円滑な運営に従事す
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るものとする。 

（平２８教委規則１７・令２教委規則１７・令７教委規則５・一部改正） 

（必要経費の負担） 

第１４条 児童に必要な間食、文具等に要する費用は、保護者が負担するものとする。 

（補則） 

第１５条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。 

附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年教委規則第２号） 

この規則は、平成２８年１０月１日から施行する。ただし、様式第３号から様式第５号まで、様式第７号及び様式第８号の改正規定は、

同年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年教委規則第１２号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の和泉市留守家庭児童会条例施行規則は、平成２８年４月１日から適用する。 

附 則（平成２８年教委規則第１３号） 

この規則は、平成２８年６月１日から施行する。 

附 則（平成２８年教委規則第１４号） 

この規則は、平成２８年７月１日から施行する。 

附 則（平成２８年教委規則第１７号）抄 
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この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年教委規則第１８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年１０月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 様式の変更に関し必要な行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この規則によ

る改正後の様式によるものとみなす。 

４ この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成２９年教委規則第７号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年教委規則第３号） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年教委規則第２号） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年教委規則第１４号） 

（施行期日） 
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１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第７条及び様式第９号の改正規定については、令和２年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 様式の変更に関し必要な行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この規則によ

る改正後の様式によるものとみなす。 

４ この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。 

附 則（令和２年教委規則第１７号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年教委規則第３２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第８条、第９条、別表第２及び様式第６号の改正規定については、令和３年４月１日か

ら施行する。 

（準備行為） 

２ 様式の変更に関し必要な行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この規則によ

る改正後の様式によるものとみなす。 
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４ この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。 

附 則（令和３年教委規則第３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 様式の変更に関し必要な行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により提出された書類は、この規則による改

正後の様式によるものとみなす。 

４ この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。 

附 則（令和４年教委規則第２号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年教委規則第２号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年教委規則第７号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年教委規則第５号） 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表第１（第２条及び第３条関係） 

（平２８教委規則１２・平２８教委規則１３・平２８教委規則１４・平２８教委規則１７・平２９教委規則７・平３０教委規則

３・平３１教委規則２・令２教委規則１７・令３教委規則３・令４教委規則２・令５教委規則２・令６教委規則７・令７教委規

則５・一部改正） 

名称 位置 定員 

和泉市国府留守家庭児童会 

（国府小学校仲よしクラブ） 

和泉市府中町二丁目５番２０号 

（和泉市立国府小学校内） 

A ４０人 

B ４０人 

C ４０人 

D ４０人 

和泉市信太留守家庭児童会 

（信太小学校仲よしクラブ） 

和泉市尾井町二丁目８番１７号 

（和泉市立信太小学校内） 

A ３８人 

B ３８人 

C ３８人 

D ３８人 

和泉市鶴山台南留守家庭児童会 

（鶴山台南小学校仲よしクラブ） 

和泉市鶴山台四丁目１番１号 

（和泉市立鶴山台南小学校内） 

A ３８人 

B ３８人 

和泉市鶴山台北留守家庭児童会 

（鶴山台北小学校仲よしクラブ） 

和泉市鶴山台一丁目９番１号 

（和泉市立鶴山台北小学校内） 

A ４０人 

B ４０人 

和泉市黒鳥留守家庭児童会 和泉市黒鳥町一丁目６番５号 A ４０人 
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（黒鳥小学校仲よしクラブ） （和泉市立黒鳥小学校内） B ４０人 

C ４０人 

D ３８人 

和泉市緑ケ丘留守家庭児童会 

（緑ケ丘小学校仲よしクラブ） 

和泉市緑ケ丘三丁目４番１号 

（和泉市立緑ケ丘小学校内） 

A ４０人 

B ４０人 

C ３８人 

D ３８人 

和泉市芦部留守家庭児童会 

（芦部小学校仲よしクラブ） 

和泉市芦部町２２４番地の３ 

（和泉市立芦部小学校内） 

A ４０人 

B ４０人 

C ４０人 

和泉市伯太留守家庭児童会 

（伯太小学校仲よしクラブ） 

和泉市伯太町二丁目２４番２２号 

（和泉市立伯太小学校内） 

A ４０人 

B ４０人 

C ３９人 

和泉市池上留守家庭児童会 

（池上小学校仲よしクラブ） 

和泉市池上町三丁目１４番４５号 

（和泉市立池上小学校内） 

A ３８人 

和泉市和気留守家庭児童会 

（和気小学校仲よしクラブ） 

和泉市和気町四丁目９番１号 

（和泉市立和気小学校内） 

A ４０人 

B ４０人 

C ４０人 
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D ４０人 

和泉市北池田留守家庭児童会 

（北池田小学校仲よしクラブ） 

和泉市池田下町１６７０番地 

（和泉市立北池田小学校内） 

A ４０人 

B ４０人 

C ３９人 

D ３９人 

和泉市北松尾留守家庭児童会 

（北松尾小学校仲よしクラブ） 

和泉市唐国町三丁目３番１９号 

（和泉市立北松尾小学校内） 

A ４０人 

B ４０人 

C ３９人 

D ３８人 

和泉市光明台南留守家庭児童会 

（光明台南小学校仲よしクラブ） 

和泉市光明台三丁目８番１号 

（和泉市立光明台南小学校内） 

A ３９人 

B ３９人 

和泉市光明台北留守家庭児童会 

（光明台北小学校仲よしクラブ） 

和泉市光明台一丁目３５番１号 

（和泉市立光明台北小学校内） 

A ４０人 

B ４０人 

和泉市いぶき野留守家庭児童会 

（いぶき野小学校仲よしクラブ） 

和泉市いぶき野三丁目３番１号 

（和泉市立いぶき野小学校内） 

A ４０人 

B ４０人 

C ４０人 

D ４０人 

E ４０人 
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F ４０人 

和泉市南池田留守家庭児童会 

（南池田小学校仲よしクラブ） 

和泉市納花町１８１番地 

（和泉市立南池田小学校内） 

A ４０人 

B ４０人 

C ３８人 

和泉市青葉はつが野留守家庭児童会 

（青葉はつが野小学校仲よしクラブ） 

和泉市はつが野一丁目５０番１号 

（和泉市立青葉はつが野小学校内） 

A ４０人 

B ４０人 

C ４０人 

D ４０人 

E ４０人 

F ４０人 

和泉市南松尾はつが野留守家庭児童会 

（南松尾はつが野学園仲よしクラブ） 

和泉市はつが野六丁目４５番１号 

（和泉市立南松尾はつが野学園内） 

A ４４人 

B ３８人 

C ３８人 

D ４４人 

和泉市槇尾留守家庭児童会 

（槇尾学園仲よしクラブ） 

和泉市仏並町２０７番地の１ 

（和泉市立槇尾学園内） 

A ３１人 

B ３１人 

別表第２（第８条関係） 

（平２８教委規則２・令２教委規則３２・一部改正） 
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区分 減免額 

（１） 児童が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯

（単給世帯を含む。）に属するとき。 

負担金の全額（延長利用に係る条例第６条第３項に規定す

る負担金にあっては、３分の１） 

（２） 児童が事業実施年度分（減免の申請日の属する月が事業実施年度の５

月までの場合にあっては前年度分）の市町村民税非課税世帯に属するとき。 

（３） 児童の保護者が災害その他特別の事由により負担金を納付することが

困難と市長が認めるとき。 

市長が必要と認める額 
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様式第１号（第５条関係） 

（令元教委規則１４・全改、令２教委規則３２・令３教委規則３・一部改正） 

様式第２号（第５条関係） 

（令元教委規則１４・全改） 

様式第３号（第５条関係） 

（平２８教委規則２・令２教委規則３２・一部改正） 

様式第４号（第５条関係） 

（平２８教委規則２・令２教委規則３２・一部改正） 

様式第５号（第６条関係） 

（平２８教委規則２・令２教委規則３２・一部改正） 

様式第６号（第９条関係） 

（平２８教委規則１８・令２教委規則３２・令３教委規則３・一部改正） 

様式第７号（第９条関係） 

（平２８教委規則２・平２８教委規則１８・令２教委規則３２・一部改正） 

様式第８号（第９条関係） 

（平２８教委規則２・令２教委規則３２・一部改正） 

様式第９号（第１０条関係） 

（令元教委規則１４・全改、令２教委規則３２・令３教委規則３・一部改正） 

26/26 

様式第１０号（第１０条関係） 

（令２教委規則１７・追加、令２教委規則３２・一部改正） 

様式第１１号（第１０条関係） 

（平２８教委規則２・旧様式第９号繰下、令２教委規則１７・旧様式第１０号繰下、令２教委規則３２・一部改正） 

 


